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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼を照明する照明光学系と、前記照明光学系により赤外光と可視光とのいずれか一
方で照明した前記被検眼を撮影する撮影光学系とを備える眼底カメラ本体と、前記撮影光
学系を介して前記被検眼からの戻り光を受光する受光面を有する撮像手段と表示手段とを
備え且つ前記眼底カメラ本体に着脱可能であるカメラとから構成される眼科撮影装置であ
って、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記受光面に結像し
た前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にモノクロ表
示させ、前記照明光学系により前記被検眼を前記可視光で照明した場合に、前記受光面に
結像した前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にカラ
ー表示させる表示制御手段を有することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
　カラー撮影モードと自発蛍光撮影モードとを含む複数の撮影モードのうち一つの撮影モ
ードを選択する撮影モード選択手段と、
　前記撮影モード選択手段により前記自発蛍光撮影モードが選択された場合に、前記自発
蛍光撮影モードを示す表示形態を生成する生成手段と、を有し、
　前記表示制御手段が、前記被検眼の自発蛍光撮影画像と前記表示形態とを前記表示手段
に表示させることを特徴とする請求項１に記載の眼科撮影装置。
【請求項３】
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　前記表示制御手段は、前記被検眼の自発蛍光撮影画像の一部に前記自発蛍光撮影モード
を示す表示画像を前記表示形態として合成して前記表示手段に表示させることを特徴とす
る請求項２に記載の眼科撮影装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記自発蛍光撮影モードを示す文字列を前記表示形態として前記
表示手段に表示させることを特徴とする請求項２あるいは３に記載の眼科撮影装置。
【請求項５】
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記撮像手段から読
み出された出力信号に対して観察用の現像処理を行う現像処理手段を有し、
　前記表示制御手段が、前記観察用の現像処理を行って得た前記被検眼のモノクロ動画像
を前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の眼
科撮影装置。
【請求項６】
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明する場合、前記カメラに設けられ
た反射部材を光路から退避して前記カメラのシャッタを開状態にする挿脱制御手段を有す
ることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の眼科撮影装置。
【請求項７】
　前記カメラの機種を判別する判別手段を有し、
　前記表示制御手段が、前記判別した機種に対応するパラメータに基づいて、前記表示手
段に前記モノクロ表示あるいは前記カラー表示させることを特徴とする請求項１乃至６の
いずれか１項に記載の眼科撮影装置。
【請求項８】
　前記眼底カメラ本体部が、前記表示手段が所定の角度上向きに配置されるように前記カ
メラを取り付ける取り付け部を備えることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に
記載の眼科撮影装置。
【請求項９】
　被検眼を照明する照明光学系と、前記照明光学系により赤外光と可視光とのいずれか一
方で照明した前記被検眼を撮影する撮影光学系とを有する眼底カメラ本体に着脱可能であ
るカメラであって、
　前記撮影光学系を介して前記被検眼からの戻り光を受光する受光面を有する撮像手段と
、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記受光面に結像し
た前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいてモノクロ表示させ、前記照
明光学系により前記被検眼を前記可視光で照明した場合に、前記受光面に結像した前記被
検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいてカラー表示する表示手段と、
を有することを特徴とするカメラ。
【請求項１０】
　前記表示手段が、カラー撮影モードと自発蛍光撮影モードとを含む複数の撮影モードの
うち該自発蛍光撮影モードが選択された場合に、前記表示手段が前記被検眼の自発蛍光撮
影画像と前記自発蛍光撮影モードを示す表示形態とを表示することを特徴とする請求項９
に記載のカメラ。
【請求項１１】
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記撮像手段から読
み出された出力信号に対して観察用の現像処理を行う現像処理手段を有し、
　前記表示手段が、前記観察用の現像処理を行って得た前記被検眼のモノクロ動画像を表
示することを特徴とする請求項９あるいは１０に記載のカメラ。
【請求項１２】
　光路から挿脱可能な反射部材と、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明する場合、前記反射部材を光路か
ら退避してシャッタを開状態にする挿脱制御手段と、
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　を有することを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載のカメラ。
【請求項１３】
　被検眼を照明する照明光学系と、前記照明光学系により赤外光と可視光とのいずれか一
方で照明した前記被検眼を撮影する撮影光学系とを備える眼科撮影装置と、
　前記眼科撮影装置に着脱可能であり、前記撮影光学系を介して前記被検眼からの戻り光
を受光する受光面を有する撮像手段と表示手段とを備えるカメラと、を有する眼科システ
ムであって、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記受光面に結像し
た前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にモノクロ表
示させ、前記照明光学系により前記被検眼を前記可視光で照明した場合に、前記受光面に
結像した前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にカラ
ー表示させる表示制御手段を有することを特徴とする眼科システム。
【請求項１４】
　カラー撮影モードと自発蛍光撮影モードとを含む複数の撮影モードのうち一つの撮影モ
ードを選択する撮影モード選択手段と、
　前記撮影モード選択手段により前記自発蛍光撮影モードが選択された場合に、前記自発
蛍光撮影モードを示す表示形態を生成する生成手段と、を有し、
　前記表示制御手段が、前記被検眼の自発蛍光撮影画像と前記表示形態とを前記表示手段
に表示させることを特徴とする請求項１３に記載の眼科システム。
【請求項１５】
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記撮像手段から読
み出された出力信号に対して観察用の現像処理を行う現像処理手段を有し、
　前記表示制御手段が、前記観察用の現像処理を行って得た前記被検眼のモノクロ動画像
を前記表示手段に表示させることを特徴とする請求項１３あるいは１４に記載の眼科シス
テム。
【請求項１６】
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明する場合、前記カメラに設けられ
た反射部材を光路から退避して前記カメラのシャッタを開状態にする挿脱制御手段を有す
ることを特徴とする請求項１３乃至１５のいずれか１項に記載の眼科システム。
【請求項１７】
　前記カメラの機種を判別する判別手段を有し、
　前記表示制御手段が、前記判別した機種に対応するパラメータに基づいて、前記表示手
段に前記モノクロ表示あるいは前記カラー表示させることを特徴とする請求項１３乃至１
６のいずれか１項に記載の眼科システム。
【請求項１８】
　請求項１３乃至１７のいずれか１項に記載の眼科システムの各機能をコンピュータに実
行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科医院等において用いられる眼科撮影装置及び該眼科撮影装置に用いるカ
メラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から眼底診断や糖尿病健診等の用途において、眼底を可視光や赤外光で照明して位
置調整及びフォーカシングを行い、ストロボ光により眼底撮影を行う眼底カメラが使用さ
れている。
【０００３】
　一般に、静止画撮影には一眼レフタイプのカメラが使用されることがあるが、モニタ観
察を行う場合には、撮影用とは別のモニタ用撮像装置及びその画像を表示する表示装置が
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必要となる。
【０００４】
　特許文献１においては、診療室外でも撮影可能なカメラ内蔵携帯電話やコンパクトデジ
タルカメラを取り付けて、撮影を可能とする携帯型眼科装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４０９４３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の携帯型眼科装置においては、携帯電話やコンパクトデジタルカメラを使用
することを前提としているが、画質については撮像素子が大きいデジタル一眼レフカメラ
よりも劣る。
【０００７】
　しかし、一眼レフタイプのカメラを使用する場合には、モニタ用撮像装置と表示装置が
それぞれ必要であり、コストアップになると共に装置の大型化の原因となっている。
【０００８】
　本発明の目的は、上述の問題点を解消し、画質が良くコンパクト化が実現可能な眼科撮
影装置及び該撮影装置に用いたカメラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明に係る眼科撮影装置は、
　被検眼を照明する照明光学系と、前記照明光学系により赤外光と可視光とのいずれか一
方で照明した前記被検眼を撮影する撮影光学系とを備える眼底カメラ本体と、前記撮影光
学系を介して前記被検眼からの戻り光を受光する受光面を有する撮像手段と表示手段とを
備え且つ前記眼底カメラ本体に着脱可能であるカメラとから構成される眼科撮影装置であ
って、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記受光面に結像し
た前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にモノクロ表
示させ、前記照明光学系により前記被検眼を前記可視光で照明した場合に、前記受光面に
結像した前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいて前記表示手段にカラ
ー表示させる表示制御手段を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る眼科撮影装置に用いるカメラは、
　被検眼を照明する照明光学系と、前記照明光学系により赤外光と可視光とのいずれか一
方で照明した前記被検眼を撮影する撮影光学系とを有する眼底カメラ本体に着脱可能であ
るカメラであって、
　前記撮影光学系を介して前記被検眼からの戻り光を受光する受光面を有する撮像手段と
、
　前記照明光学系により前記被検眼を前記赤外光で照明した場合に、前記受光面に結像し
た前記被検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいてモノクロ表示させ、前記照
明光学系により前記被検眼を前記可視光で照明した場合に、前記受光面に結像した前記被
検眼の画像を前記撮像手段からの出力信号に基づいてカラー表示する表示手段と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る眼科撮影装置及び該眼科撮影装置に用いたカメラによれば、デジタル一眼
レフカメラを付設することにより、カメラ内蔵携帯電話やコンパクトデジタルカメラを用
いた眼底カメラよりもコンパクトとなり、高画質の画像を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１の眼底カメラの構成図である。
【図２】情報表示の説明図である。
【図３】眼底カメラの動作フローチャート図である。
【図４】コンピュータの動作フローチャート図である。
【図５】デジタル一眼レフカメラの動作フローチャート図である。
【図６】眼底カメラのデジタル一眼レフカメラの取り付けた状態の側面図である。
【図７】実施例２のコンピュータの動作フローチャート図である。
【図８】デジタル一眼レフカメラの動作フローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は眼科撮影装置として用いられる実施例１の眼底カメラの構成図を示している。被
検眼Ｅに対し前方に配置された眼底カメラ本体１内には、例えばハロゲンランプから成る
観察光源２から被検眼Ｅに対応して配置された対物レンズ３に至る観察照明光学系が設け
られている。この観察照明光学系には、観察光源２、ダイクロイックミラー４、リレーレ
ンズ５、孔あきミラー６が順次に配列されている。また、ダイクロイックミラー４の入射
方向には、撮影照明光学系としてキセノン管から成る撮影光源７が配置されている。
【００１５】
　孔あきミラー６の後方には撮影光学系として、光軸方向に移動しフォーカスを調整する
フォーカスレンズ８が配置されている。このフォーカスレンズ８の光軸の延長上の眼底カ
メラ本体１には、デジタル一眼レフカメラ９が着脱可能に取り付けられている。
【００１６】
　デジタル一眼レフカメラ９の内部には、結像した光学像を電気信号に変換する撮像素子
９ａが内蔵され、この撮像素子９ａの出力はデジタル一眼レフカメラ９内の制御手段９ｂ
に接続されている。また、デジタル一眼レフカメラ９の背面には表示部である液晶ディス
プレイ９ｃが設けられ、制御手段９ｂの出力が接続されている。
【００１７】
　また、眼底カメラ本体１内には制御回路１０が設けられ、制御回路１０の出力は駆動回
路１１、１２を介して、観察光源２、撮影光源７にそれぞれ接続されている。また、制御
回路１０はデジタル一眼レフカメラ９内の制御手段９ｂ及び眼底カメラ本体１のスイッチ
盤１３と接続されている。スイッチ盤１３には撮影モード切換スイッチ１４、固視灯位置
切換スイッチ１５、左右眼検知スイッチ１６、小瞳孔径撮影スイッチ１７、変倍スイッチ
１８、レリーズスイッチ１９が設けられている。
【００１８】
　眼底カメラ本体１の外部にはコンピュータ２０が設けられ、ＵＳＢやシリアルポートを
介してデジタル一眼レフカメラ９の制御手段９ｂ、眼底カメラ本体１の制御回路１０に接
続されている。
【００１９】
　撮影モード切換スイッチ１４は眼底カメラが有する複数の撮影モードを切換えるための
ものである。撮影モードとしては、カラー画像を撮影するカラー撮影モード、眼底に溜ま
る老廃物であるリポフスチンの自発蛍光を捕える自発蛍光撮影モード、静脈注射したフル
オロセインによる蛍光を撮影する蛍光撮影モードがある。更には、血管の状態を識別し易
くするレッドフリーモードやコバルトモードがある。
【００２０】
　また、それぞれの撮影モードに応じて、必要な分光を得るために、図示しない光学フィ
ルタが照明光学系や撮影光学系に挿脱されるようになっている。
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【００２１】
　固視灯位置切換スイッチ１５は内部固視灯の点灯位置を切換え、被検者の視線を誘導し
て、眼底Ｅｒ上の撮影範囲を変更するためのものである。
【００２２】
　左右眼検知スイッチ１６は被検者の左右眼の何れを撮影しているかを検知するためのも
のであり、被検者の顔位置と眼底カメラ本体１の撮影光軸との相対関係から左右眼を検知
するようにされている。
【００２３】
　小瞳孔径撮影スイッチ１７は瞳孔径が小さい被検眼Ｅに対して、画像の蹴られを少なく
するために、図示しないバッフルや光学系を切換えるために使用される。
【００２４】
　変倍スイッチ１８は拡大画像での撮影を行うためのものであり、拡大撮影が選択される
と、撮影画像のトリミングによる所謂デジタルズームの２倍拡大が行われる。変倍撮影は
図示しない光学系を撮影光路に挿脱したり、可変焦点光学系の光軸方向の移動により、光
学系の焦点距離を変更することによっても実現可能である。
【００２５】
　レリーズスイッチ１９が押されると、制御回路１０はデジタル一眼レフカメラ９の制御
手段９ｂに対してレリーズ信号を送信し、これによりデジタル一眼レフカメラ９で撮影動
作が行われる。最近のデジタル一眼レフカメラは、ライブビュー手段としてライブビュー
機能を搭載した機種が増加している。ライブビューとはデジタル一眼レフカメラ９に内蔵
したクイックリターンミラーを退避させることによりシャッタを開状態とし、撮像素子９
ａ上に結像する像を順次に読み出しながら、背面の液晶ディスプレイ９ｃにその画像を連
続的に表示する機能である。
【００２６】
　本実施例では、スイッチ盤１３の何れかのスイッチが操作されると、スイッチの状態が
シリアルポートやＵＳＢを介して制御回路１０からコンピュータ２０に送信される。そし
て、コンピュータ２０は眼底カメラ本体１の状態に応じた情報表示画像を生成し、その情
報表示画像をシリアルポートやＵＳＢを介してデジタル一眼レフカメラ９の制御手段９ｂ
に送信する。制御手段９ｂは液晶ディスプレイ９ｃに表示されているライブビュー画像に
、コンピュータ２０から送信された情報表示画像を合成して表示をする。
【００２７】
　図２は眼底カメラを操作する際のデジタル一眼レフカメラ９の液晶ディスプレイ９ｃに
表示される情報表示の一例を示している。撮像された眼底画像に、撮影モード表示欄３１
、右眼／左眼情報欄３２、固視灯表示位置３３、小瞳孔径撮影表示欄３４、デジタル変倍
表示欄３５、撮影準備可能表示欄３６、眼底画像周辺部のフレアをカットする電子マスク
３７が表示される。
【００２８】
　図２はカラー撮影モードの場合の画面を示しており、画面左上の撮影モード表示欄３１
には「ＣＯＬＯＲ」と表示されている。他のモードとしては、「ＦＡＦ（自発蛍光撮影モ
ード）」、「ＦＡ（蛍光撮影モード）」、「ＲＥＤ　ＦＲＥＥ（レッドフリーモード）」
、「ＣＯＢＡＬＴ（コバルトモード）」と表示される。また、上述の撮影モード以外の撮
影モードを、液晶ディスプレイ９ｃに表示するようにしてもよい。
【００２９】
　右眼／左眼情報欄３２には、右眼の場合「Ｒ」、左眼の場合「Ｌ」と表示される。固視
灯表示位置３３は内部固視灯が点灯している個所に表示される。小瞳孔径撮影表示欄３４
は、小瞳孔径撮影が指定されている場合には「ＳＰ（Small Pupil）」と表示される。デ
ジタル変倍表示欄３５は、変倍による拡大撮影が選択されると「Ｘ２（２倍）」と表示さ
れる。撮影準備可能表示欄３６はストロボ充電完了等の眼底カメラ本体１の撮影準備が完
了すると点灯する。
【００３０】
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　図３は眼底カメラ本体１の動作フローチャート図を示している。先ず、電源が投入され
動作がスタートすると、ステップＳ１において眼底カメラ本体１の内部状態の初期化等を
行う。次にステップＳ２で、スイッチ盤１３のスイッチ操作が行われるのを待ち、スイッ
チ操作がされるまでこのステップＳ２を繰り返し、スイッチ操作が行われるとステップＳ
３に進み、操作されたスイッチを識別する。
【００３１】
　続いて、ステップＳ４で操作されたスイッチがレリーズスイッチ１９であるか否かを判
断し、レリーズスイッチ１９の操作ではないと判断された場合にはステップＳ５に進み、
スイッチ操作に応じた眼底カメラ本体１の内部処理を行う。そして、ステップＳ６におい
て、スイッチ状態をコンピュータ２０に送信し、ステップＳ２に戻る。
【００３２】
　またステップＳ４において、レリーズスイッチ１９が操作されたと判断された場合には
、ステップＳ７に進み、レリーズ信号をデジタル一眼レフカメラ９の制御手段９ｂに送信
する。次に、ステップＳ８において、デジタル一眼レフカメラ９の撮影動作のシャッタ開
のタイミングと撮影光源７の発光タイミングを合わせるために、所定時間の経過を待つ。
そして、所定時間経過するとステップＳ９に進み、撮影光源７を発光させて撮像を行い、
ステップＳ１０において撮影光源７のストロボの再充電を行い、ステップＳ２に戻る。
【００３３】
　図４はコンピュータ２０の動作フローチャート図を示している。コンピュータ２０の電
源が投入されると、先ずステップＳ１１において、図示しない機種判別手段を介してデジ
タル一眼レフカメラ９の機種名を判別する。これはデジタル一眼レフカメラ９の機種によ
って、使用される撮像素子９ａの特性や撮像素子９ａの表面に貼り付けられているカラー
フィルタの分光特性が異なるためである。なお、コンピュータ２０には接続可能なデジタ
ル一眼レフカメラ９の各機種ごとの画像形成のための観察用現像パラメータ及び撮影用現
像パラメータが予め記憶されている。
【００３４】
　ステップＳ１２において機種名の回答を待ち、回答があった場合にはステップＳ１３に
進み、ステップＳ１２で得られた機種名に応じた観察用の現像パラメータをコンピュータ
２０内から読み出し、デジタル一眼レフカメラ９に送信する。これにより、デジタル一眼
レフカメラ９に観察用現像パラメータをセットする。
【００３５】
　次にステップＳ１４で、ステップＳ１３と同様に機種名に応じた撮影用の現像パラメー
タをコンピュータ２０内から読み出し、デジタル一眼レフカメラ９に送信し、デジタル一
眼レフカメラ９では撮影用現像パラメータをセットする。
【００３６】
　なお、ステップＳ１３、Ｓ１４において現像パラメータを切換えることにより、観察光
源２がハロゲンランプ、撮影光源７がキセノン管と光源が異なっても、それぞれの光源２
、７に最適な観察、撮影を行うことができる。
【００３７】
　次に、ステップＳ１５において、デジタル一眼レフカメラ９に対してライブビューを開
始した後にステップＳ１６に進む。ステップＳ１６においては、先に説明したステップＳ
６で眼底カメラ本体１からスイッチ状態が送信されるのを待ち、送信があるまでステップ
Ｓ１６を繰り返す。続いて、スイッチ状態が送信された場合にはステップＳ１７に進み、
眼底カメラ本体１から送信されてきたスイッチ状態に応じて図２に示すような情報表示内
容を表示する。
【００３８】
　ステップＳ１８において、ステップＳ１７で作成した表示画像をデジタル一眼レフカメ
ラ９に送信した後にステップＳ１６に戻り、ステップＳ１６～Ｓ１８のステップを繰り返
す。
【００３９】
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　図５はデジタル一眼レフカメラ９の動作フローチャート図である。電源が投入されると
先ずステップＳ２１において、図４のステップＳ１１で説明したコンピュータ２０により
機種名の確認を待つ。機種名の確認があった場合には、ステップＳ２２に進み機種名を回
答する。
【００４０】
　続いてステップＳ２３において、コンピュータ２０からデジタル一眼レフカメラ９の機
種に該当する観察用現像パラメータを受信するのを待つ。そして、観察用現像パラメータ
を受信すると、ステップＳ２４においてこの観察用現像パラメータを制御手段９ｂの内部
のメモリにセットする。
【００４１】
　次に、ステップＳ２５において、コンピュータ２０からデジタル一眼レフカメラ９の機
種に該当する撮影用現像パラメータを受信するのを待ち、受信するとステップＳ２６にお
いて、この撮影用現像パラメータを制御手段９ｂのメモリにセットする。
【００４２】
　次にステップＳ２７に進み、図４のステップＳ１５においてコンピュータ２０からライ
ブビュー開始の指令を受信するのを待ち、指令を受信すると、ステップＳ２８でライブビ
ュー動作を開始し、デジタル一眼レフカメラ９を観察手段として用いる。つまり、観察光
源２を発光し、デジタル一眼レフカメラ９内のクイックリターンミラーを退避させて、シ
ャッタを開き、撮像素子９ａ上に結像された眼底画像を順次に読み出し、観察用現像パラ
メータを用いて画像を現像し、液晶ディスプレイ９ｃ上に表示を行う。この動作をライブ
ビューを実行している間は続ける。
【００４３】
　そして、ステップＳ２９に進み、図４のステップＳ１８において、コンピュータ２０か
ら表示画像を受信したか否かを判断する。表示画像が送信されてきた場合にはステップＳ
３０に進み、送信されてきた表示画像をライブビュー画像に合成して液晶ディスプレイ９
ｃ上に表示し、ステップＳ３１に進む。
【００４４】
　またステップＳ２９において、表示画像が送信されてこない場合には、ステップＳ３１
に進み、図３のステップＳ７による眼底カメラ本体１から状態識別手段として機能するレ
リーズ信号を受信したか否かを確認する。ステップＳ３１において、レリーズ信号を受信
できなかった場合にはステップＳ２９に戻り、ステップＳ２９～Ｓ３１のステップを繰り
返す。また、レリーズ信号を受信した場合にはステップＳ３２に進み、パラメータ切換手
段により制御手段９ｂのメモリにセットされている撮影用現像パラメータを現像パラメー
タとしてセットする。
【００４５】
　そして、ステップＳ３３に進んで静止画の撮影動作に入り、所定時間、撮像素子９ａ上
に静止画用の蓄積を行う。蓄積を行っている過程で、図３のステップＳ９で撮影光源７が
発光し撮影が行われる。そして、静止画像の読み出しを行い、撮影用現像パラメータを使
用して静止画の現像が行われ、デジタル一眼レフカメラ９内の図示しない記憶メディアに
画像を記録する。或いは、接続されているコンピュータ２０に静止画像を送るようにして
もよい。
【００４６】
　静止画撮影が終了するとステップＳ３４に進み、再び観察用現像パラメータを現像パラ
メータとしてセットし、ステップＳ３５でライブビューを再開した後にステップＳ２９に
戻る。
【００４７】
　図６は眼底カメラ本体１にデジタル一眼レフカメラ９を取り付けた状態の側面図である
。デジタル一眼レフカメラ９の背面の液晶ディスプレイ９ｃを使用して表示を行うため、
液晶ディスプレイ９ｃが検者に対略正対していることが、視野角の面からも望ましい。眼
底カメラ本体１の検者から見て正面の稍々下方に、デジタル一眼レフカメラ９を配置する
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構成の場合は、液晶ディスプレイ９ｃが鉛直状態よりも約１０度上側を向くように配置す
ることが望ましい。
【００４８】
　このように本実施例では、デジタル一眼レフカメラ９のライブビュー機能を使って観察
時の表示を行うため、デジタル一眼レフカメラ９と別個に撮像素子や表示器が不要である
。また、観察時と撮影時の光源の違いによる色変化等を、観察時と撮影時とで現像パラメ
ータを変更することで吸収することができる。
【００４９】
　表示画像については、毎回全画面分の情報を送信するのではなく、表示が変更される部
分のみの画像をコンピュータ２０で生成し、その部分画像とこの部分画像が表示される座
標値をデジタル一眼レフカメラ９に送信するようにしてもよい。
【００５０】
　また、本実施例においては観察時と静止画撮影とで現像パラメータを切換える場合につ
いて説明したが、これを更に記録される画像サイズ等によって切換えても支障はなく、こ
れにより、解像度に応じた現像パラメータに設定することができる。更に、最近ではデジ
タル一眼レフカメラで動画を記録可能な機種が販売されているが、動画記録を行う際に観
察時や静止画撮影時とは別の現像パラメータを設定するようにしてもよい。
【実施例２】
【００５１】
　実施例１においては、眼底カメラ本体１側のスイッチ盤１３のスイッチの変化に応じて
表示画像をコンピュータ２０で作成する場合について説明した。しかし、本実施例２にお
いては、これをスイッチの変化を文字や記号データによるステータスデータとして、デジ
タル一眼レフカメラ９に送信し、デジタル一眼レフカメラ９側では送信されたステータス
データに対して表示画像を生成する。なお、本実施例２における眼底カメラの構成は、実
施例１と同様である。
【００５２】
　図７は本実施例２のコンピュータ２０の動作フローチャート図である。なお、実施例１
の図４と同様の動作については同一のステップ番号を付し、説明を省略する。
【００５３】
　本実施例２においては、ステップＳ１６において眼底カメラ本体１からスイッチ状態の
送信があると、ステップＳ４１でスイッチ状態に対応したステータス情報を作成する。こ
のステータス情報の例としては、例えば、小瞳孔径撮影や変倍撮影であれば１～２バイト
のステータス変数の対応するｂｉｔをセットするようにする。また、撮影モードであれば
、“ｍｏｄｅ：ＣＯＬＯＲ”というような文字列を生成する。そして、ステップＳ４１で
生成したステータス情報をステップＳ４２においてデジタル一眼レフカメラ９に送信する
。
【００５４】
　図８は本実施例２におけるデジタル一眼レフカメラ９の動作フローチャート図であり、
実施例１の図５と同様の動作については同一のステップ番号を付し、説明を省略する。
【００５５】
　ステップＳ２８においてライブビューを開始すると、ステップＳ５１においてステータ
ス情報をコンピュータ２０から受信したか否かを判断する。ステータス情報を受信してい
ない場合にはステップＳ３１に進み、レリーズ信号の受信を確認する。
【００５６】
　また、ステップＳ５１においてステータス情報を受信した場合には、ステップＳ５２に
おいてステータス情報のデコードを行い、ステップＳ５３においてデコード結果に基づい
て表示画像を生成する。そして、ステップＳ３０において、生成された表示画像をライブ
ビュー画像に重ねて表示する。
【００５７】
　本実施例２においては画像データを通信しないので、通信量を低減することになり、ス
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イッチ操作に対する表示の応答性を向上させることができる。
【００５８】
　なお、本発明は実施例１、２において説明した内容に限定されるものではなく、特許請
求の範囲の載内において種々の変形等を可能である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　眼底カメラ本体
　２　観察光源
　７　撮影光源
　９　デジタル一眼レフカメラ
　９ａ　撮像素子
　９ｂ　制御手段
　９ｃ　液晶ディスプレイ
　１０　制御回路
　１３　スイッチ盤
　１９　レリーズスイッチ
　２０　コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 5021007 B2 2012.9.5

【図７】 【図８】



(13) JP 5021007 B2 2012.9.5

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  中原　康弘
            東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  内田　弘樹
            東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  宮川　哲伸

(56)参考文献  特開２００８－２１２３４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１１９２０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２７８７４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２７０３６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１５１６５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０６１３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００６６５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３２５４５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９４５３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２７５１５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０５８６４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１０７１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０２４２２２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　３／００　－　　３／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

